
【別紙様式２】

重点項目 達成状況

１　安全・安心な学校、寄宿舎 B

２　授業力（構想と実践）・専門性の向上 A

３　自立と社会参加にむけた教育の推進 B

４　豊かな心や健やかな体を育む教育の
     推進 B

５　センター的機能の充実、地域・関係機
     関との連携 A

具体的目標 重点目標との関連

1 安全な教育活動を推
進する。 ④⑤ A

2 個別の教育支援計
画・個別の指導計画の
活用を推進する。

⑥⑦ B

⑬⑯ A

⑧⑬㉒ B

4 職員研修の充実及び
働き方改革を推進する。 ⑩⑫ B

若

手

教

員

等

研

修

5 研修の円滑な計画と
運営に努める。 ⑧⑫ B

教

科

書

6 本校の実態に応じた
公正な教科用図書を選
定する。

⑧⑪ B

表

簿

・

庶

務

係

7 公定帳簿や会計簿、
各種ファイルを管理し、
正確な記入を促す。

B

交

流
8 交流活動の推進と充
実を図る。 ⑱⑲㉒ C

⑪ B

⑥⑦⑩ B

2 教科会活動の推進を
図る。 ⑧⑩⑪⑫ C

3 幼児児童生徒が学習
成果を発表する活動を
促進する。

㉑ A

④⑤⑥ A

⑥ B

⑥ C
5 管理規程に基づいた
機器の適切な運用およ
び管理に努める。

④ B

6 インターネット利用に
よる外部への情報発信
に務める。

㉓㉖ B

7　ＩＣＴの活用を推進す
る。 ⑩ B

8 コンピュータ等情報機
器の適切な管理に努め
る。

⑩ B

研

究

推

進

1 校内の研修を推進す
る。 ⑧⑨⑪⑫ B

⑨ A

⑨ B

⑥⑨ C

情

報

保

障

・

手

話

普

及

推

進

3 情報保障の推進を図
る。 ⑩⑫ B

○教育課程編成委員会を計画的に実施し、教育課程編成をスムーズに行えた。
●検討を進めていた高等部の学科改編については、令和6年度からとなった。
◇高等部の学科改編については、令和6年度実施に向けて、県と合同の準備委員会を設置し
　て予算面も含めて検討していく。

⑱間接的交流（オンライン等）を含めた効果的な交流及び共同学習の推進
⑲体力向上にむけた個に応じた取組の工夫
⑳養護教諭や栄養教諭と連携した健康教育や食育の推進
㉑スポーツ・文化・芸術的活動（部活動含む）の充実
㉒道徳全体計画の見直しと発達段階や特性等を考慮した「考え、議論する道徳」の推進

昨年度の成果と課題 重点目標

＜成果＞
･交流教育では、コロナウイルス感染症対策のた
めに、直接交流する機会は減ったが、Meetや
Zoomを活用することで、県外の聾学校との交流
など、多様な交流を行うことができた。
・子ども情報共有プロジェクトを立ち上げ、月１回
開催した。様々な立場で幼児児童生徒の情報共
有を図るとともに、よりよい支援に向けてスムー
ズに協議を行うことができた。
･高等部卒業生は群馬大大学合格、製造業に就
職するなど、全員希望通りの進路決定ができた。

＜課題＞
･個別の指導計画の活用と、それに伴う自立活動
及び各教科等の指導方法の確立。
・新学習指導要領の実施に伴う、主体的・対話的
で深い学びの視点に立った授業改善。
・働き方改革を意識した行事の精選や校務の見
直し

①幼児児童生徒や保護者等との基本的信頼関係の構築
②自ら考え、行動できるための避難訓練の工夫と日頃からの防災教育の充実
③適切なＳＮＳの活用やいじめ防止の取組の推進（人権意識の高揚）
④安全管理・安全教育の推進（平時の危機管理意識の向上）
⑤徹底した感染症予防等による安全な教育活動の推進（オンラインによる活動の工夫）

⑥妥当性のある教育計画に基づく「個別最適な学び・協働的な学び」の推進
⑦重点化を図った単元計画と評価の工夫（指導と評価の一体化）
⑧主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業改善の推進
⑨自立活動における適切な目標設定と指導の工夫（目標設定シートによる指導の明確化）
⑩ＩＣＴ機器やデジタル教科書等の積極的活用と効果の検証
⑪多様な障害特性や学び方にあった指導の工夫（UDLの視点）
⑫専門家や各係との連携を図った校内研修・校内研究の充実と共有化

㉓「聴覚障害教育支援センター」としての支援体制の強化と理解啓発（リーフレット等の作成）
㉔早期教育、各種相談支援等におけるアセスメントに基づく指導助言の充実
㉕個別の指導計画の機能的活用と在籍校との連携を図った通級指導教室の充実
㉖ＨＰの充実や学校公開、地域への積極的な働きかけによる理解啓発
㉗ＰＴＡ、同窓会、各関係機関等と連携した活動の推進

    （ 様 式 ２ ）                                                                                          令和３年度　　県立水戸聾学校（特別支援学校）自己評価表

※評価基準　A：十分達成できている(５点）　Ｂ：達成できている（４点)　Ｃ：概ね達成できている（３点）　Ｄ：不十分である（２点）　Ｅ：できていない（１点）

目指す
学校像

　〇安全・安心であたたかな学校　　　〇一人一人のよさや可能性を大切にする学校　　　〇互いに学び合い、高め合う学校　　　 〇家庭・地域社会と連携し、信頼される学校

⑬各部の系統性をふまえたキャリア教育の推進（キャリアパスポートの効果的活用）
⑭自己理解の促進と一人一人の進路希望等に応じた指導の工夫
⑮職場見学や現場実習、作業学習等を含めた職業教育の充実
⑯高等部における魅力ある教育課程や学科改編等の整備
⑰指導員間の連携強化と自治会活動、スキルアップ講座等の工夫をとおした生活指導の充実＜寄宿舎＞

B

・交流活動先との事前打合わせを活用し、本校の児童生徒に関する理解啓発や合
理的配慮の視点について共通理解を図る。

〇部活動や作品交流では、計画的に練習会・試合、作品展示などを行うことができた。
●コロナ禍により、居住地校交流や地域交流が中止になることがあり、事前に想定の上で計画
   していきたい。

・内規の見直しと職員周知、常時監視を図る。
・消耗品の無駄のない使用の呼びかけをする。

・学校ブログとＨＰは、平易な文章で作成し、迅速に更新する。
・緊急メールやお知らせ配信メールの効果的な運用の検討と実施。

・教科担当者や各部の協議を基に、部主事、教務主任と連携し選定を行う。

・管理職や教務主任と連携し、様式の記入方法を見直し確認するとともに、保管期
限の過ぎた公定帳簿等を処分する。
・資料室の物品を適切に管理する。

〇スクールサポーターと連携をとり、消耗品や帳簿の補充を行うことができた。
●資料室の管理を行っているが、形式が古い消耗品の処分が難しい。

評価項目 具体的方策 評価

○学校日誌を、Ｅｘｃｅｌで行事予定や出張者を自動入力できるものに変更したり、保護者から
　の欠席連絡にGoogleフォームを活用するなど業務軽減に取り組んだ。
●毎週金曜日を定時退勤日に設定たことで、全体的には退勤時間は早まったが、超過勤務を
　している職員は固定化している現状がある。
◇部主事や分掌部長が担当部署全体に目を配り、組織として業務管理していく。

・対象となる若手教員および中堅教員と綿密な連携を図り、研修が適切に、計画的
に進められるようにする。

教

務

経

営

企

画

係

・新学習指導要領に基づき、年間指導計画及び、個別の教育支援計画・個別の指導
計画を活用できるよう学習指導部と連携する。

3 教育的ニーズに応じ
た教育課程を編成する。

･学科改編検討委員会、教育課程編成委員会を定期的に開催し、各部における検討
の結果を委員会に反映させる。

・キャリアパスポートの効果的活用及び、主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業
改善を学習指導部、研究・研修部と連携して進める。

・保健安全部と連携し、日々の授業や学校行事等において、感染予防を徹底する。

B

・研究・研修部や情報機器係と連携し、聴覚障害教育の専門性を高める研修やICT
機器の効果的活用のための研修を推進する。
・経営企画会等で１年間を通して教員の仕事を見直し、できることから改善を図る。

○日々の授業や学校行事を計画する際に、感染予防を意識した対策が図られている。
●職員室が密になる場面が見られた（休校中）。
◇クラウド活用など教室で執務する方法を研修等で周知していく。

●年間指導計画の様式を、3観点も含めて検討中。一般は簡略化過ぎで、重複は細かすぎる
　現状を変えていきたい。
◇個別の指導計画にもつながる活用しやすい形式を検討していく。

・資料ファイルの作成と管理、個別の指導計画の円滑な運用を行う。

・各教科における指導上の問題点、課題、指導の方策等（教材・教具の工夫等）に関
する研修をする。

・「県芸術祭」「ナイスハートふれあいフェスティバル」その他、作品展・コンクール等
への出品をする。

図

書

4　魅力ある図書館づくり
図書館教育・読書指導
の充実を図る。

・図書購入を計画的に実施、感染症対策を徹底し、安全で魅力ある図書館の環境整
備を行う。

・広報活動を通して（図書館だより、推薦図書紹介）校内の読書活動の推進を図る。

・校内読書感想文・感想画コンクールの実施（７月～１１月）、チャレンジ読書、朝読
書等を実施する。

情

報

教

育

・全職員を対象に自立活動に関する基本的・実践的な内容の研修を実施し、自立次
活動ハンドブックの見直しを行う。

〇専門家派遣によって、自立活動の基本的・実践的な研修を実施することができた。
〇自立活動の目標設定シートに関するアンケートを実施し、課題点や改善点を見出すことがで
   きた。
〇自立活動の区分・項目別指導内容例集を用いて、聴覚障害教育における自立活動の指導
   について研修を行った。
●目標設定シートをより活用したい形式につくり変えていく必要がある。
●自立活動研修を、より教職員のニーズにあった内容にしていく必要がある。
◇目標設定シートの作成方法について共通理解ができよう、年度初めに研修を実施する。

・自立活動の目標設定シートに関する研修を部ごとに行い、効果的なシートの活用
方法を検討する。

・各部の「自立活動の時間」における指導内容に系統性をもたせる。

・各種行事及び会議などの情報保障を適切に行い、校務の円滑な推進に努める。
・手話の研修を行い、教職員の手話技術の向上を図る。
・音声認識アプリの使用した情報保障について研究・研修を行う。

○各係と連携し、行事や会議の際に情報保障を実施することができた。
○新任者向けの勉強会や夏季休業中に手話研修会を実施することができた。
○音声認識アプリを使用した情報保障を生徒向けに実施することができた。
●手話通訳を担える教員の育成が必要である。
◇式典や表彰、会議の際に使用する手話単語をまとめて冊子にし、通訳に入る教員の助けと
　する。

校

　

　

　

　

　

務

　

　

　

　

　

分

　

　

　

　

　

掌

・情報機器の適切な配分と遺漏のない管理、及び活用しやすいシステムを構築して
いく。

研

究

・

研

修

・聴覚障害児教育の基礎基本を身に付けるため、自立活動及び学習指導の学部研
修や授業研究を推進し、職員相互の研修に努める。
・校内研修に招致する外部講師との連絡調整を行い、効果的な研修を行う。
・校外の諸研修会、講習会などの広報活動（回覧・掲示・職員朝会での周知、関聾研
などの参加申込、オンライン研修の会場設営等）を行う。

情

報

機

器

・授業におけるタブレット、電子黒板の活用についての導入と研修を実施する。
・オンライン授業の実施、学校行事等のオンライン映像配信、オンライン研修の技術
的支援を行う。

B

○各係と連携し、研修会等の準備、実施をすることができた。
○オンラインを活用し、特教研、全日聾、関聾研等の外部研修への積極的な参加をすることが
  できた。
○研究概要図の作成をし、校内研究について整理することができた。
○研究シートの改善、作成をし、学校研究を円滑に進めることができた。
●学部間での研究の相互理解を促すことが難しかった。
●学校全体で研究に取り組むための全体計画の作成が必要であった。

自

立

活

動

2 聴覚障害教育の専門
性の向上を図る。

学

　

　

習

　

　

指

　

　

導

学

習

指

導

1 諸検査の計画的な実
施と、学習指導に関する
記 録 や 資 料 を 整 理 す
る。

・学力検査、読書力診断検査、読字力検定を実施し学習態度の確立を図る。

成果（〇）、課題（●）及び次年度への改善策（◇）

〇年度はじめに「j研究授業までの流れ」を作成し、計画的に進められるようにした。
〇各研究授業では掲示板等で職員に周知し、リモートも活用して参観の場を設定した。
●調整等が遅れることがあったので、係内で必要に応じて迅速に確認するとよかった。

○高等学校教科書改訂に伴い、高等部の教科用図書の新たな採択、採択替えを行った。主体
   的活動・言語的活動の観点を基に、本校の実態に応じた教科書を選定することができた。
●係の引継ぎがスムーズに行えないことがあった。
◇教科書管理や選定業務をより円滑にするために、データ整理や管理方法の改善を行う。

〇感染症対策のための図書館利用の方法を周知徹底し、協力を得ながら、安全な図書館環境
   を整えることができた。リクエスト図書や推薦図書を中心に図書の購入を計画的に実施。常
   に子供たちにとって魅力ある図書が揃った図書館にすることができた。
〇新着図書に関するお知らせを図書館便りや図書館廊下側壁面で行うことができた。
●今年度、校外への読書感想文・画の応募を校内コンクールと合わせて行ったが、出品作品
   の選出を曖昧にして行ってしまったため、校内と校外の受賞作品に違いが出る結果となって
    しまった。
◇今後は校内での審査を行った上で、校外コンクールへ出品するといった流れを整え、次年度
   の実施につなげていく必要がある。

○　使用プリンタを集約することで、備品管理を徹底し、無駄を省くことができた。
○　「さくら連絡網」を運用開始し、おおむね軌道に乗せられることができた。効果的な活用がで
   きている。
●プリントアウトしたものを回収に来ないことで、紙の無駄が依然として多い。意識が低い。
●　学校ブログの発信回数をもう少し増やせたことと部間の偏りがある。
●　校務用ＰＣの管理は個人に委ねているが、常時監視が難しく、不適切な使用もある。

○タブレット、電子黒板等の基本的な活用方法についての研修を実施することができた。
○オンライン授業についての研修を実施することにより、コロナ禍の休業中には、オンライン授
   業を実施することができている。
〇行事等のライブ配信についても実施することができた。
●ここ２、３年で情報機器が多数配備され、管理が完全にできていないところがあり、管理につ
   いて工夫が必要である。
●ＩＣＴ機器、情報機器等の活用について、個人にかかる部分が多く、組織として取り組める体
   制づくりが必要である、

○年度初めや必要に応じて各検査を行い、実態把握をするとともに支援の手立て等を検討す
   ることができた。
●資料ファイルの棚が歪んでしまっていて鍵が開けにくかったり、資料が取りづらかったりす
    る。 また、棚上にある不用物等整理していく必要がある。
●研修や授業研究を行い、授業力を向上させている教科もあったが、授業や指導法に対する
　 研修を積極的に推進するのが難しかったので、各教科主任に働きかけていく必要がある。
●学習評価に関しての資料を各教科ごと各学部に配付したが、まだ活用されていない教科も
   あるので、引き続き周知していく。
○美術科や国語科、図書係等と連携し、各作品展やコンクールに多くの作品を出展し、表彰し
   て頂くことができた。



具体的目標 重点目標との関連

⑫㉗ B

③ B

③ A

3 安全な生活を送るた
めの指導及び支援に努
める。

②④ B

4 日常生活の諸問題等
を自ら解決する力を養
う。

⑦⑬ B

5 児童会活動及び生徒
会 活 動 の 充 実 に 努 め
る。

⑧ B

⑭ A

⑬ C

⑬ B

⑮ A

⑮ B

⑭ B

⑬ D

卒

業

生

支

援

4 卒業生支援の充実を
図るとともに、幼児児童
生徒の教育環境を整え
る。

㉗ B

③④ A

⑥㉑ C

㉔ A

④⑤ B

⑥㉑ B

㉑ C

③④ B

④ A

②④ A

②④ C

4 校舎内外の環境整
備・美化の推進に努め
る。

①④ B

役

員

1 保護者と教職員が協
力して、会員相互の親
睦と教養を深めるととも
に、生徒の教育的環境
の充実を図る。

⑱㉖㉗ B

研

修

2 研修及び会員相互の
交流を通して、保護者の
見識を広め、幼児児童
生 徒 へ の 理 解 を 深 め
る。

㉗ A

広

報

3 PTA 会 報 誌 を 発 行
し、保護者の交流を図り
つつ、本校教育への理
解・啓発に努める。

㉗ B

部

活

動

③④
㉒ B B

①④⑤ A

⑦⑨⑫ A

⑦⑫㉑ A

⑬ B

①⑬ C

⑲ A

①⑳ C

⑫㉔ C

評価項目 具体的方策 評価 成果（〇）、課題（●）及び次年度への改善策（◇）

B

児

童

生

徒

会

・幼児児童生徒が自ら課題を見つけ、自ら解決できるようにするため、発達段階に応
じた指導・支援を継続的に行う。（随時）

・十分な活動時間の確保が図れるよう、職員間での共通理解を図る。そのために職
員や児童生徒間で活用できる回覧ノートを作成し、連携を図る。
・主体的な活動を実践できるよう、職員間で一貫した指導の方向性をもち、指導・支
援を行う。

・生徒の進路希望や職業適性及び事業所の求める人材とのマッチング等も考慮して
現場実習を実施する。

渉

外

・定期総会や各専門委員会の活動、及び保護者会への参加を通して、会員相互の
親睦を深めるとともに、教育環境の充実を図る。
・関聾P連、高P連、特P連などの研修会を通して、他校の情報などを取り入れ本校
のＰＴＡ活動に生かす。

・食事の重要性や栄養バランス、食文化等についての理解を図り、健康で健全な食
生活に関する知識や技能を身に付けるようにする。

保

健

安

全

B

進

路

指

導

・卒業生の進路先での状況を把握し、必要に応じて支援を行う。
・卒業後３年間の卒業生を対象に「ホームカミングデー（成人を祝う会）」を計画し、実
施に伴う助成を行う。
・部活動等賛助会員の募集を行し、部活動またはその他の教育活動の支援等を行
ない、保護者の負担軽減を図る。

・避難訓練の計画立案及び実施、自衛組織表に基づくスムーズな行動の推進に努
めるとともに、危機管理の意識の向上に努める。

・全職員で定期的に学校全体の環境を整備し美化に努める。（月1回定期点検、大
掃除の実施、除草作業の実施、各部花壇の整備等）

・日常生活全般及び長期休業前など、SNSなどのルール、マナー等、適宜指導を行
う。

・学校生活アンケートの実施、相談窓口の設置など、いじめの早期発見に努める。

2 基本的生活習慣の定
着と、公共マナーの向上
を図る。

・幼児児童生徒との積極的なコミュニケーションを行い、信頼関係の構築を図る。
・地域清掃等の奉仕活動やマナーアップ週間を設定し、公共マナーの向上や基本的
生活習慣の定着、規範意識を育む。

①㉒ B

・交通安全に対する意識を高め、事故の未然防止につながるよう、交通安全教室を
実施する。
・安全で安心な登校に向け、週の始めに立哨指導を実施する。
・水戸駅構内での巡視を行う。（学期２～３回程度）

防

災

安

全

・

環

境

3 学校の安全管理の徹
底を図り、生命尊重を基
盤とした安全教育の推
進と充実に努める。

・防火管理責任者による安全点検の実施及び事後対応を行う。

校

　

　

　

　

　

務

　

　

　

　

　

分

　

　

　

　

　

掌

生

徒

指

導

生

徒

指

導

1 生徒 指導 体制 を整
え、問題行動等の未然
防止に努める。

・幼児児童生徒の状況について、学部内及び学校全体での情報共有に努める。
・地域や関係機関との情報交換会の実施や連携に努める。

・障害者雇用についての理解と雇用推進のために、積極的な職場開拓に努める。

3 計画的な進路指導の
充実に努める。

・自己の興味関心と職業適性が重なる部分を自分自身で理解し、将来の進路選択
に役立つ段階的な進路指導に努める。

〇中学部での職場体験、高等部での職業や現場実習などの体験的な活動を中心とした進路
   に関する学習をとおして職業適性に関する自己理解が少しずつ進んでいる。
●コロナの影響もあるが、幼稚部や小学部の保護者に話す機会を一度も設けることができな
   かった。
◇知りたい情報、聞いてみたいことなど保護者のニーズをアンケートなどで確認し、提供できる
   ようにする。

・高等部卒業後の進路について、進学・就職にはどのような力が必要になってくるの
か、幼稚部～小学部低ブロックの保護者を中心に話す機会を設ける。

進

路

指

導

1 進路に関する情報提
供の充実に努める。

・適切な進路選択ができるように、事業所からの求人情報、専門学校や大学に関す
る情報（入試や学校内容）などを提供する。

〇進学・就労に関する情報は、より早くより詳しく提供することができた。ネット環境の整備によ
   り生徒自身も積極的に調べることができるようになっている。
〇進路指導コーナーで各部で行った進路に関する行事などを掲示し、全校児童生徒保護者に
   アピールすることができた。
●進路だよりが学部の進路に関する行事の紹介になっており、当該学部の児童生徒保護者の
    ニーズには合ったものになっているが、進路だよりとしての役割に関しては内容の見直しが
   必要だと思われる。
●リモートの授業や会議などで利用する回数が増え、進路に関する情報提供の場としての利
   用があまりできなかった。
◇記事に進路豆知識みたいなものを加えるなど内容の一部変更、もしくは発行回数を減らし学
   部合同にするなど、他学部に学部の様子を伝えるなどの工夫
◇理容科実習室の一部をリモート専用の部屋として設置していただいた。

・各部において必要な情報を検討し、保護者や幼児児童生徒のニーズに合った進路
だよりを発行する。

・進路指導コーナー、進路指導室の活用に努める。

2 聴覚障害者の雇用に
ついて理解が深められ
るよう、企業との連携を
図る。

B

・保護者研修を実施し、障害や進路、幼児児童生徒の心身の発達等について理解を
深め、会員相互の交流を図る。

〇コロナ禍ということで、知P連の研修会と抱合せて、オンライン研修会を実施した。
●来年度のコロナ感染症の状況を見極めながら、本校主催の研修会を実施する。
◇コロナ禍が続くようであれば、講師にzoom等で配信をしてもらう等、実施方法を工夫する。

・広報研修会に出席し、勉強会を催してから広報誌作りをすることで内容の向上を図
る。
・PTA会報誌を発行するという目的のもと、委員会を開催し、保護者間の交流を深め
られるようにする。

〇コロナ影響下であったが委員会を開催し、年２回会報誌を発行できた。
〇リモートでも委員会が行えるように、各家庭のネット環境やZOOM接続の確認を行い、対策
   ができた。
●分散登校・休校期間中の委員会の実施方法や掲載内容（写真など）の選定。
◇リモートでの委員会実施も視野に、今後もネット環境や接続の確認を行う。

・食生活や食の選択について、正しい知識・情報に基づき、自ら管理したり判断した
りできる能力を養う。

・アレルギー対応のマニュアルや様式の整備と運用を行ったり、作業動線を確認しな
がら調理・検食を適切な手順で行ったりすることで、安全な給食を提供する。

・非常持ち出し袋の準備、ヘルメットや防犯ブザーの整備により、緊急時の速やかな
対応のための準備を進める。

保

健

･

食

育

1 幼児児童生徒の実態
を的確に把握し、健康管
理・健康教育の推進と充
実に努める。

・幼児児童生徒の実態把握をし、健康の保持増進に努める。

B

〇昨年度に、新型コロナ感染症対策に関して県の指標に合わせたマニュアルを作成していた
   ことと、職員・幼児児童生徒の健康観察と消毒が定着していたため、今年度は感染状況に
  合わせてスムースに対応することができた。
●昨年度と同様にオンラインでの保健講話を行ったが、学校保健年間計画に合わせた健康教
   育を十分に行うことができなかった。
〇学校医をはじめ、寄宿舎指導員や教職員の意見を取り入れながら、廊下に検温ブースを設
   置したり、ケアルームを整備したりと、保健室での傷病者対応の導線を整えることができた。
〇各学部単位で緊急時を想定した訓練を行うことで、マニュアルに目を通す機会を設けること
   ができた。
◇来年度も、感染症対策を継続して行うことが予想される。国や県等からの情報を確認すると
　 ともに、学校医や保護者とも連携し、徹底する部分と緩和する部分を検討していきたい。

・学校保健年間計画に合わせた教材資料を提供し、健康教育を推進する。

・保健室の機能及び環境を充実し、学校内および地域の医療機関等との連携を推
進する上でのコーディネーター的役割が発揮できるように努める。

・日頃から感染症対策や体調不良者が出た時の流れを把握しておくことで、緊急時
にもスムーズに対応できるよう職員の共通理解を図る。

2 食生活についての正
しい理解と望ましい習慣
を養い、学校給食運営
の充実に努める。

幼

　

　

　

　

　

稚

　

　

　

　

　

部

・季節と生き物をテーマに、関わる言葉について整理する。話し合い活動における教
師の言葉のかけ方や教材について研修を行う。

〇学部研修を定期的に実施し、季節ごとにイメージマップを作成して、概念形成の指導鵜力の
   向上に努めることができた。
〇運動やリズムに直結する、体の動きなどの発達特性について毎月検討し、次月の指導計画
   を修正することができた。
◇運動・リズム以外の発達特性について更に研修を進める。・幼児の全般的な発達について、年齢に応じた特性についての研修を行い、合同リ

ズム、合同運動の充実を図る。

3 幼児のキャリア発達につながる環境
づくり、および保護者に対して子どもの将
来像を見通すことのできるような子育て
支援を行う。

・幼児が集団生活の中で、お互いに相手の気持ちを知り、決まりを守って遊ぶ必要
やその楽しさが経験できるような活動の工夫をする。

〇ルールのあるゲーム活動を設定遊びで取り入れた後に、自由あそびで楽しめるよう環境設
   定をした結果、年長児を中心に自主的に遊ぶ姿が見られた。
●保護者研修においては年長児の保護者が体験談を話すことが効果があるが、保護者が直
   接交流して話し合う場を設けることが難しかった。
◇コロナ禍における保護者支援についてクラス単位での実施やリモート研修も視野に入れて
   検討する。

・幼児の心身の発達や親子関係の重要性、先輩保護者の体験談等の講座の実施
や、本校在校生との交流を図る。

1　部活動の充実に努める。

・部活動運営委員会やワーキングチームを定期的に開催し、各顧問を中心に各部の
連携を図りながら学校全体で取り組む意識を高める。
・効率的、効果的な練習計画を立て、部活動の効果的な運用を図る。
・コロナ対応など、職員の連携を図り、早急に対応する。

1　感染症予防など安全な生活習慣や態
度を身に付けるための活動の工夫に努
める。

・手洗いうがいの意味、マスクの必要性がわかり、自分から進んで行おうとする態度
の育成を図る。

B

〇毎月一回は衛生指導に係わる目標を掲げ、学部集会や学級で取り上げ、幼児なりの理解
   を深めることができた。
◇年少児がマスクの必要性を理解できるようになるまでの、感染症対策をさらに検討していく。

2 保育と自立活動を両立させ、幼児の
全般的な発達を支援するための研修を
すすめ、指導力の向上を図る。

4　幼児一人一人に合わせた健康づくり
に取り組む。

・年齢に応じた体力づくりのための遊びや学級活動、合同活動での年齢別課題設定
などの工夫をする。

・栄養教諭や養護教諭と連携した、衛生指導や食育などの保護者支援を行う。

5 乳幼児から幼児への発達段階に応
じ、連続した支援の充実に向けて様々な
情報交換と連携を継続する。

・幼稚部全職員が早期教育の個別指導、グループ活動への参加（参観）の時間を持
てるようにする。
・保護者支援、幼児の発達段階などについて具体的な情報交換や研修を実施する。

〇部会で必ず早期教育児と幼稚部生の様子を報告しあい、情報交換を行った。
〇夏季休業中の早期教育登校日や教育相談に幼稚部職員が参加した他、早期担当者が幼
   稚部の填補に入るようにした。
●幼児の看護の関係上、幼稚部全職員が早期教育へ参加することは難しかった。
◇相互に授業に参加できる体制つくりについて検討をする。

〇ワーキングチームで持ち寄った意見を基に、部活動の方向性（野球部の休部）について教師
   間の連携を図り、決定することができた。
●各部活動の顧問の意見を繁栄し効果的、効率的な練習計画を企画し、運用することが困難
   であった。

〇学校生活アンケートを実施し、項目ごとに集計することで課題の把握ができた。
●生徒指導（いじめ）検討委員会では、情報共有ができたが、いじめを未然に防ぐための具体
   的.な対策について情報共有が足りなかった。
●小学部、中学部の生活のきまりや生徒指導規程の見直しを随時行った。高等部の生活規程
   見直しについては、不十分である。とくに成人年齢引き下げに伴う規程の見直しや服装規程
   の見直しを今後も進めていく必要がある。
●高等部における生徒指導規程の周知や活用に課題が残り、とくに服装についての指導の一
   貫性を図る必要がある。
〇夏季休業明け、生徒同士のＳＮＳをめぐるトラブルが多発し、対象生徒の所属する学年で縦
   割りのグループをつくり、事例をもとにＳＮＳ使用、マナーについての授業を行った。
〇毎月校務分掌部会を開催し、各学部の情報共有を行った。
〇校内におけるあいさつ運動では各学部で計画を立て、実施できた。
●地域清掃や奉仕活動について各学部の年間の取り組みを知るために情報共有する必要が
   ある。
◇交通安全教室を計画し実施したが、グループに分かれてからの活動の詳細や必要な支援に
   ついて事前に情報を得ること。そして各学部、学年の担当者が役割をもって支援にあたれる
   と指導の効果がある。
〇立哨当番も分散登校の日程に合わせ、組み直して実施することができた。

〇カレンダーにスケジュール管理を書き込み、期日を決めながら活動できるように行った。自分
  の係の仕事を明確に理解（把握）できるように一人ひとりホワイトボードに仕事内容、進捗状
  況などを書き込み、準備を計画的に行うことができるようになってきた。
●意見箱（ワンフォーオールという名称）を生徒にアナウンスし、生徒の意見を集約できるよう
   にした。しかし、意見箱の内容を教師間で共有する流れを構築するまでには至らなかった。
   また、共通理解を図る回覧ノートを活用し、教師と生徒の連携を図るまでにはいたらなかっ
   た。

○卒業生の連絡先を登録をしてもらい、ホームカミングデーの連絡を取ることができた。
○後援会役員を中心にホームカミングデーを開催することができ、卒業生や旧職員を含め、心
   温まる一日となった。また、中学部で転出した卒業生を第２部に参加してもらう形で実施し
   た。
●第２部の対象者や進行・内容について検討をする必要がある。
◇後援会役員に定期総会の連絡や聴覚障害児を育てた母をたたえる会への推薦などは、渉
   外部が行なうのかを明確にする。

〇食育月間では、会食は行うことはできなかったが、体験活動を行うことができた。児童も興
   味をもって取り組むことができ、食に関して興味関心を高めることができた。
●教科担任等と連携した食育活動の実施が不十分であった。
◇来年度も感染状況をみながら取り組んでいけるように食育係等で検討し、実施していきた
   い。

〇幼児の運動発達についての研修をとおして必要と考えた運動を、毎日の遊びのあとに１０分
   間運動として取り入れた。
〇衛生指導について必要な教材を外部団体から貸与してもらうなど、担任が養護教諭と連携
   して指導にあたることができた。
●栄養教諭や養護教諭から保護者が直接話を聞く機会は設定できなかった。
◇コロナ禍における保護者支援について検討する。

○コロナウイルス感染症の影響で、定期総会は書面決裁で実施したが、90パーセンのト回答
  率があり、内容については、ほぼ理解してもらえた。
●コロナ禍で、学校公開や文化祭等の開催ができなかった。
○交流会を計画した。リモート・対面の参加しやすい方法を選べるような対策を取り入れた。
○手話通訳の必要性を理解いただき、特P連の会議や研修会で手話通訳が取り入れられた。
◇コロナ禍でもできる活動を考え実施していかなければならない。

〇障害者の法定雇用率が増えたこともあり、実習だけでなく積極的に雇用をしようという事業
   所が増え、それらの事業所と情報交換をするなど連携が取れた。
〇学校紹介の動画をiPadで見てもらったが、分かりやすいと大変好評であった。
●コロナ感染症の影響で現場実習の受け入れが地域によってほとんどなくなるなど、自宅から
   の実習ができない生徒がいた。
◇やむを得ない状況と判断された場合に寄宿舎からの通勤もありとする寄宿舎の弾力的な運
   用。

〇年間を通して月１回の安全点検を実施し、破損箇所などの修繕につなげることができた。
〇長期休業の節目に非常持ち出し袋の中身の確認、着替えの入れ替えを実施した。
〇４月には地震の影響による火災発生を想定した避難訓練、11月には厨房の火災を想定した
   避難訓練を実施することができ、緊急時の避難の方法について学校全体で確かめることが
   できた。
●コロナ感染症予防の観点で、今年度は計画していた引き渡し訓練を実施できなかった。
●本年度はコロナ対策で除草作業を十分にできなかったため、来年度は実施したい。
◇訓練する学部を分散するなど、密な状態を回避する策を講じて来年度は引き渡し訓練を実
   施したい。
〇花苗を各団体からいただき、１年を通して花壇を整備することができた。
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具体的目標 具体的方策 評価 成果（〇）、課題（●）及び次年度への改善策（◇）

4 特別活動・特別の教科道徳等、学校
生活全般を通して 、得意なもの・好きな
ものを見つけ、生活や学習に粘り強く取
り組むことのできる児童の育成を目指
す。

・感染症対策を講じ、オンラインの活用も視野に入れ、工夫を凝らした地域交流・学
校間交流、居住地校交流等による児童の経験の拡大を目指す。

●直接的な対面の交流はほとんどできなかったが、居住地校交流に関しては、感染症対策を
   講じ活動内容を工夫することで8割方行うことができた。
〇道徳全体計画の小学部に関する重点を部内検討することができた。
◇道徳に関する情報交換を年度末に行いたい、引き継ぎにも生かしたい。

・望ましい児童像の育成を目指し、聾学校における道徳の授業の在り方について教
師間の情報交換・共通理解を図る。学部・学校全体で子どもを支援できるように、必
要に応じて児童情報の共有を心がける。

小

　

学

　

部

1 安心・安全な学校づくりに励み、子ど
もも保護者も教師も安心して過ごすこと
のできる環境の整備に努める。

・児童・保護者の意見を傾聴し、教師同士の気付きや言葉かけを大切にし、安全点
検の徹底、衛生管理・危機管理を常に心がける。

C

〇長期休みに清掃や片付けを協力して行うことができた。
●コロナ感染症対策のためのチェックリストが、やや形骸的になっていた。感染症対策は意
   識し、身についているので、確認体制の工夫ができるとよい。

・身の回りで起こり得る様々な事態（事故、災害、感染症等）についての学習（各教科
等）を通して、児童自身の行動の見直しや整理・整頓の意識付けを促す。

2 教師間の相互授業参観や積極的な授
業の様子の発信により、授業改善に努
め、自己の考えを広げ深める「対話的な
学び」の実現を目指す。

・聾学校小学部段階における「対話的な学び」に着目した授業改善・研究を学部研
究・研修として行う。

〇ブロックごとに実践発表をしあうことができた。
〇茨城大学新井先生による講演を行った。
〇学年だより、学部だより、ブログや掲示物等により、取り組みの発信に努めた。
●コロナ禍により、取り組みの発信が学校から保護者への一方通行に陥りがちだった。

・授業の様子や児童の取り組みについて、（各種おたより、掲示物、研究授業、ブロ
グ等により）積極的に発信・意見交換・情報共有に努める。

3 キャリアパスポートの活用により子ど
も自身が、学習や生活の見通しをもち、
振り返りを積み重ねて、どのように成長し
てきたかを把握できるようにする。また、
教師と保護者がその情報を共有できるよ
うにする。

・児童が活動の記録・評価、目標や反省などを取捨選択しながら、いばらきキャリア・
パスポートに自分で綴ることができるように働きかける。面談時などに保護者と情報
を共有し、積極的に活用する。

進路に対する面談を定期的に実施し、情報提供や説明をするとともに、学校見学会
等への参加を促し、進路選択において自己決定できるように支援する。

4　養護教諭・栄養教諭と連携した健康教
育や、生徒の発達段階や特性に応じた
道徳教育、学校間交流や共同宿泊学習
等の行事をとおして、自己肯定感を高
め、豊かな心と健やかな体の育成を図
る。

・養護教諭や栄養教諭と連携し、健康な生活を送るための生活習慣について考えた
り、心の安定を図りながら生活したりすることができるように支援する。

○長期休業後に、保健・生徒指導の面から、心身共に健康な生活を送れている
   か、アンケートを実施し、生徒の現状把握につながった。
○リモートではあったが、学校間交流を行うことができた。
●コロナ感染拡大により、宿泊学習・修学旅行が実施できなかった。（代替行事
   を検討中）
◇リモートを含めた学校間交流等、多くの人と交流できる機会を設ける。
◇養護教諭・栄養教諭による健康な生活を送るための授業をお願いする。

・自分ごととして考え話し合う道徳の授業、学校間交流、宿泊学習・修学旅行等をと
おして、人間性を育み、自己の役割を考え、課題解決に向けて他者と協働しようとす
る機会を設ける。

中

　

学

　

部

1 防災・安全教育、情報モラル教育等
をとおして、命を守る大切さ、人権尊重の
意識を高め、日ごろから安心・安全につ
いて自ら考え、行動できる力を育む。

・避難訓練の事前・事後学習等において、自分の命を守るための行動、対応策につ
いて話し合う機会を設ける。

〇様々な想定での避難訓練をとおして、命を守るための行動、対応策について考えることがで
   きた。また、災害等があったときには話題に取り上げ、対応策について再確認することがで
   きた。
〇情報モラル講座をとおして、スマホ等を利用してコミュニケーションを行う上での留意点、
   ＳＮＳ使用のマナー等について確認することができた。
◇スマホ家庭のルールを徹底させる。保護者を交えたSNS研修会の実施を検討したい。
◇感染症に関することを含めた人権教育の推進（研修会等）を図る。

・適切なSNSの活用法や、感染症に関する学習活動をとおして、正しい情報を得る力
を身につけ、差別や偏見をなくし、人権を尊重する大切さについて考え、行動できる
ようにする。

2 各教科の基礎・基本の定着、言語能
力の育成を図るとともに、学部研究にお
いて、自ら考え、協働的に学ぶ生徒の育
成を目指した授業改善、授業研究を推進
する。

・小テストや定期考査を実施し、基礎・基本の定着・学力の向上を図るとともに、「１
分間スピーチ」等の言語活動を充実させる。

○定期・実力テスト、小テストや、計算・漢字のプリント等を行いながら、基礎学力
   の定着を図ることに努めた。またテーマに沿った「１分間スピーチ」を行い、言語
   活動の充実を図ることができた。
〇ICT機器を活用しながら、協働的な活動を取り入れた授業づくりを行い、相互授
   業参観や、外部講師の助言を得て、授業改善に取り組むことができた。
●後期は、相互授業参観の日程が、なかなかとれなかった。
◇授業交換や填補等を行い、相互授業参観ができる環境作りをする。

・自ら考え協働的に学ぶ授業づくり、ICT機器の効果的な活用について研修し、授業
評価シートを活用して、相互授業参観を行う。

3 職場体験や、キャリア・パスポートの
活用等をとおして、自らの生き方を考え、
主体的に進路を選択することができるよ
う、キャリア教育の推進を図る。

・キャリアパスポートを活用しながら、目標や見通しをもち、自己を振り返りながら学
校生活を送ったり、職場体験学習等の行事に取り組んだり、様々なことに挑戦したり
することができるように支援する。

B

高

　

等

　

部

1 自立活動やホームルーム・総合など
の学習をとおして安全意識や人権等に
関する思考力・判断力を高め、日頃から
適切な意思決定ができるようにする。

・身の回りにある身近な危険について、避難訓練時に行う災害時の対応や安全意識
に関する指導の中で、クラスを中心に話し合い活動を行うことで適切な意志決定が
できる力を養う。

B

〇情報モラル関する指導においては、外部講師を招いての講演や学年を超えたグループワー
   クでの話し合い活動などを取り入れながら生徒自身が考える時間を設定することができた。
●人権の実現に関わる思考力・判断力については、法律等の改正なども踏まえ、特定の授業
   に限らず各教科における学習内容と関連付けながら取り入れていくことが課題。
◇道徳全体教育の作成、学部会等で周知し、各教科においてそれぞれの特性に応じた指導を
   進める。定期的に学部会で確認する。

・情報に関する自他の権利の尊重や情報モラルについては、道徳や各教科の学習
活動の中で指導場面を設け、生徒自身が考える機会とする。

2 聴覚障害教育の専門性および、主体
的・対話的で深い学びの実現に関する授
業研究・授業改善を進め、各教科の授業
力の向上に努める。

・多様な障害特性や学び方に合わせた指導について、教科内での授業研究を積極
的に行うとともに、研修会等への参加をとおして聴覚障害教育の専門性の向上を図
る。
・電子黒板等、ICT機器の効果的な活用とその効果に関する学部研修を実施する。

〇電子黒板等、ICT機器の使用については、臨時休業によるオンライン授業の実施と重なった
   こともあり、情報機器係を中心に積極的な研修を実施することができた。各教科毎にも研修
   を重ね、技術的にも新しいことを多く取り入れることができた。
●聴覚障害教育の専門性と教科指導の専門性をバランスよく向上できるよう、聾学校経験年
   数の浅い教員と、経験の長い教員とが意見交換を行い授業実践に取り入れていくことがで
   きるような環境づくり。

3 学習指導要領の改訂に合わせた魅力
ある高等部の教育課程や学科改編の整
備を行うとともに、就業体験等の推進か
ら勤労観・職業観を形成する。

・高等部内でワーキングチームを編成し、魅力ある教育課程や学科について検討す
る。

A

・関係機関からの巡回相談や聴覚障害理解授業・研修等の要請に迅速に対応する
とともに、アンケートを実施し、ニーズの把握や方法の反省・改善を行う。

2 早期教育（サテライト教室）、就学支援
などの充実した取組に努める。

・早期教育サテライト教室（鹿嶋・日立）の地域や関係機関への情報提供と情報共有
に努める。特に保健センターや医療機関へのリーフレット配付と説明等の実施に向
けて努力する。

・幼稚園、保育所、療育機関等への支援に応じ、具体的な支援につながるような支
援方法を工夫する。

3 地域の学校に在籍する聴覚障害児童
生徒に対して、一人一人の発達段階や
教育的ニーズに応じた通級による指導お
よび教育相談に努める。

〇現場実習については、進路指導部、担任、各学科担当とが連携することで、個の課題を共
   有し指導に当たることができた。進学希望者についても、外部模試の実施や大学との交流
    等をとおして、自ら学ぼうとする意識につながっている。
●学科改編が令和６年度に延期となったこともあり、教育課程については引き続き、生徒の実
   態やニーズに応じた内容を検討する。
◇学科改編準備委員会や学部内のワーキングチームを中心に整備を進めていく。

・現場実習・職場見学等から学んだ社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態
度を日常生活でも汎化させ、学校生活と将来が結びついていることに気付かせることで、学
びに向かう力を喚起する。

4 高等学校との交流学習および各種大
会等の参加をとおして、豊かな心を育成
するとともに、体育・スポーツ活動の充実
と体力の向上を目指す。

・放課後等における生徒の実態に応じた活動の習慣化を図るとともに、効率的・効果
的な部活動の指導を工夫する。

〇新型コロナの影響で中止となった大会も多くあったが、地域の大会や練習会、絵画展など
   への参加を積極的に行い、交流を深めることができた。
〇部活動に所属しない生徒についても、生徒の実態と自身の目標をもとに、活動の習慣化を
   図ることができた。
●大会等が中止となったことに対する生徒へのフォロー（代替え案、別の目標設定）。
●高等部全体、各学科、部活動等、オンラインを含めて交流活動が増えているため、事前の
   計画調整を適切に行う。

・自己理解や他己理解の場としての意義を理解した上で、交流学習や部活動の各種
大会等への積極的な参加を促す。

〇聴覚障害教育についての理解を深めてもらえるよう、個別相談会による学校公開を実施し
   た。参加者のアンケートから本校へのニーズを把握することができた。
●「聴覚障害教育支援センター」として支援体制の強化を関係機関に周知することが十分にで
   きなかった。
◇本校のセンター的機能についての効果的な周知方法について見直す。

〇サテライト教室を通して、聴覚障害についての情報提供、共有する機会を持つことができた。
   新規で早期教育リーフレットを作成し、医療機関等に配付することができたが、保健センター
   等への配付、説明などは実施できなかった。
●保健センターなど聴覚障害幼児が関わる関係機関へのリーフレット配付、説明等の実施等。
◇オンラインを活用した関係機関との連携方法の構築

〇「個別の指導計画」の様式を見直し、進捗状況を記載するようにしたことで、難聴児童生徒
   が在籍する学校との共通理解が深まった。
〇言語発達の様子を知るためだけでなく、つまずきの原因を探るためのアセスメントも実施した
   ことで、適切な指導や助言を行うことができた。
◇オンラインを活用した通級指導の効果と改善点について整理する機会を設ける。

2 集団での活動や自治活動の際に、主
体的・対話的で深い学びの学習場面を
設定していく。

・つどいや係活動、自治活動や行事等をとおして、ルールやマナーの指導を行う。

・集団生活で大切な態度や習慣などについて、個の実態に応じた指導・支援を行う。

・「個別の指導計画」を十分に活用し、通級による指導の充実と聴覚障害児童生徒
が在籍する学校との情報共有を図る。

・相談支援等においては必要なアセスメントを実施し、適切な実態把握に基づいた指
導助言を行う。

寄

　

宿

　

舎

1 様々な想定での避難訓練や防災学習
会をとおし、安全・安心な寄宿舎生活に
努める。

・時間帯、最小人員などを想定し、実践的な避難訓練を計画・実施する。

3 基本的生活習慣、生活スキルの確立
を目指した指導や講座を実施する。

・スキルアップ及びクオリティアップ講座（一人暮らし体験）をとおし、個の課題に即し
た日常生活スキルや社会生活スキルの獲得を目指す。

聴

覚

障

害

教

育

支

援

セ

ン

タ
ー

1 巡回相談や関係機関との連携を図り
ながら「聴覚障害教育支援センター」とし
ての支援体制の強化に努めるとともに、
学校公開やホームページ、リーフレット等
の活用を通して聴覚障害教育について
の理解啓発を進める。

・新たなリーフレットの作成やホームページの更新等を行い、本校のセンター的機能
について周知する。

・幼稚部や小学部の舎生に向けた、特にきめ細かい丁寧な指導・支援方法を検討す
る。

4 集団生活の特色を生かし、豊かな心
や健やかな体を育む。

・幼児児童の体力向上や心身の発達を目指し、放課後活動の充実と安全面の配慮
を図る。

・舎生の悩みや気持ちに心を傾け、一人一人に寄り添った支援を目指し、指導員研
修会を充実していく。

事

　

　

務

　

　

部

１ 文書の整理、保管、処分を適切に行
う。特に特定個人情報については厳密に
取り扱う。

・県立学校処務規程、文書管理規則等に基づき文書を適切に整理保管し、保存期
間を経過した文書は廃棄する。

B

〇特定個人情報の取り扱いについて、適切な管理および運用記録等の整理を厳密に行った。
●保存期間を経過した文書の廃棄について、既に不要となっている書類が一部保管されたま
   まになっている。
◇夏期休業期間等を利用し、改めて不要な書類を整理し廃棄する。

B

2 予算の執行等の財務に関する事務を
適正に行う。

・事務執行に際しては、法令規則を確認し、正確性、合規性を確保する。
〇各部各教科と連携し予算の早期執行に努めた。また、集約発注などで執行額を抑えること
    により、教員用ノートＰＣの整備など予算の有効活用ができた。
●iPadなどの電子機器調達が世界的な半導体不足の影響により納品が遅延した。
◇電子機器の調達については他校に先がけて発注をしているが、来年度は更なる早期発注
   を心がける。

・予算配分決定から執行までの過程を明確にし、経済性、効率性、有効性のある予
算執行を行う。

3 幼児児童生徒が安心・安全に過ごせ
るよう、施設設備の維持管理を適切に行
う。

・破損箇所、危険箇所等については速やかに補修等を行い、施設設備の適切な維
持管理に努める。

〇衛生委員会や各部各教科と連携し、危険箇所等については事象発生後に速やかに応急対
   応を行い、児童生徒が安心安全に授業を受けられる環境を提供した。
●雨天時の雨漏りや給排水管の老朽化に伴う不具合など未改修箇所が随所にあり、改修が
   急がれる。
◇大規模な施設改修計画を財務課へ根気よく要望し、より快適に学校生活を児童生徒が過ご
   せる環境を実現する。

・中・長期的な視点を持って、施設設備の整備充実に努める。また、未整備箇所を明
確にする。

〇年間４回の避難訓練を計画通りに実施することができた。
〇毎日の連絡会の際、声に出して様々な想定シミュレーションを確認し合うことができた。
●大きな問題は発生しなかったが、個々のSNS利用の実態把握は難しい一面がある。
◇日々進化していくSNS利用について、情報収集が必要である。

〇個々の実態や家庭生活での実状などを踏まえ、様々な講座や学習会を実践することができ
   た。
●幼児児童の実態や家庭環境等が複雑化し、それに対応していく指導・支援を模索してきた。
◇幼児児童の発達段階や親子関係などについて、情報共有や研修する機会を設ける。

〇年間を通し、安全・安心な居場所であるよう、寄宿舎全体で安全面に配慮することができ
   た。
●多様化していく舎生の実態・課題に寄り添えるよう、指導員個々の力量が必要になってい
   る。
◇指導力向上を図る機会（短時間かつ継続可能なミニ勉強会など）を設定していく。

〇舎生活全般を通し、集団生活の基本的なマナー・ルールの周知・理解に努めることができ
    た。
●他者・集団への意識が芽生えずに、自分ルールに固執しようとする舎生も見られた。
◇個別に話をしたり、視覚的ツール等で支援をしたりし、個々の課題に即して指導していく。

・SNS利用に関する個別指導や学習会を行い、社会的な規範や人権意識の高揚に
努める。

・毎日の連絡会で、本日のシミュレーションパッケージを声に出して確認し合う。

・特定個人情報の取り扱いについて、個人番号台帳の管理、運用記録管理個票の
取り扱いを厳密に行う。

○キャリアパスポートを活用し、将来に向けて取り組むべき課題について考える
   ことができた。職場体験では、働くことの厳しさ、挨拶・コミュニケーションの大
  切さ等に気づくことができた。
○３年生に関しては、面談を重ね、学校説明会等に参加して、進路選択につなげ
   ることができた。
◇社会で活躍している聴覚障害の方から、進路に関する話を聞く機会を設ける。

●実質活用開始１年であり、教員も児童も保護者も「キャリア・パスポート」に対する意識がま
   だ低い。
◇今後学級間での「キャリア・パスポート」を見合うことで、研修をしたい。
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具体的目標 具体的方策 評価 成果（〇）、課題（●）及び次年度への改善策（◇）

　

各

　

　

教

　

　

科

　

　

等

国

語

1 児童生徒の実態を踏まえた
指導方法の研修や授業研究へ
の積極的な参加をとおして、指
導の充実を図る。

・各部間の情報交換および係内相互授業参観を行い、共通理解を図るとともに専門
性と指導力の向上に努める。

B

●例年教員評価の授業に合わせて相互の授業参観を行っていたが、今年度は設定できず、
   個人間での授業参観の設定にとどまってしまった。
♢授業参観の時期を早めに設定し、余裕をもって行うようにする。
●各学部内で生徒の実態や課題等について情報交換しながら取り組んだが、学部間で話し合
   う時間がとれなかった。
♢毎月の係会で話題にしたり、授業参観後の反省会を設定したりする。
○今年度より「みどりの葉」と校内読書感想文・感想画集を一体化するにあたり、図書係と国語
   科および各学部間で連携しながら進めることができた。全国聾学校作文コンクールや漢字能
   力検定についても、係内で連絡・調整しながら計画的に行うことができた。

・「言語指導」と教科指導「国語科」の違いを意識しながら授業に臨み、豊かなことば
と確かな学力の向上を目指す。

・作文コンクール、文集製作、漢字能力検定等を通し、各部間の連携を図りながら一
貫性のある指導に努める。

算

数

数

学

1 児童生徒の実態に合った指
導法を工夫することで、基礎基
本の定着を図るとともに、児童生
徒の主体性を育てる。

・新学習指導要領の内容、小中高の年間指導計画を確認し、各学部間の情報交換
を行うことで系統性のある指導を行う。

B

●新学習指導要領等を確認が各自確認することはあったが、全体で確認する機会を設けた
   い。
◇長期休暇を活用して、話し合える時間を設定する。
●部内での相互授業参観は行えたが、部を越えて参観することができなかった。
◇学期ごとに部を割り当てるなど、参観の時期を設定する。
〇電子黒板やタブレット端末を活用して、効率的に図形を表示するなど、授業改善に役立てる
   ことができた。

・各学部間の相互授業参観を行い、実態に合った指導法の工夫について協議するこ
とで、授業力の向上を図る。

社

会

1 基礎・基本の定着を通して、
児童生徒の思考力や学びに向
かう力の育成を図る。

・各部間の相互授業参観と個の実態に応じた指導における情報交換を行い、主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に努める。

B

●指導に関する情報交換を行うにとどまり、相互授業参観を設定することができなかった。
◇年度初めの係会で、相互授業参観の計画を立てる。

〇ICT機器やデジタル教科書、電子黒板等の活用においては、校内研修j会や自己研修を通
   して、指導に活かせるようになってきている。

●各学部にある教材・教具の管理は各学部の教科担当者に任せられていた。
◇使用不可な備品の調査を年度末行い、次年度安全に教材教具が使用できるようにしてい
   く。

・ICT機器やデジタル教科書、電子黒板等での視覚的教材を活用し、資料を正確に
読み取り、思考する力を高める指導に努める。

技

術

家

庭

1 生活に必要な基礎的な知識・
技術の習得をとおして、自立的・
実践的な態度の育成を図る。

・児童生徒の実態に応じた指導を充実させるために、個別の指導計画及びICT機器
の活用をする。

B・教材・教具の共有化を図り、各部間で情報交換を行う。

・機械・用具を適切に管理し、安全な学習環境の整備に努めるとともに、保健安全部
と連携をして感染症対策を徹底する。

理

科

1 基礎・基本の定着、科学的に
探求する力の育成をめざし、指
導の充実を図る。

・小単元ごとの評価など、スモールステップで児童生徒の習熟度を確認しながら、教
科指導の専門性を高め、授業改善に努める。

B

○単元終了時に単元末問題に取り組むことや、習熟度に合わせた下学年の復習を行う等、
   基礎・基本の定着を図ることができた。
●◇教科指導の専門性を高めるために、教材の共有や教科会での研修を行う。

○デジタル教科書や電子黒板、タブレット端末を、教師による提示と生徒の活動において、積
  極的に活用できた。

○管理台帳を活用し、薬品の管理を徹底できた。
●◇中学部棟理科室の安全性の確保のため、薬品庫の整備や準備室の設置が望ましい。

・デジタル教科書、ＰＣ、タブレット端末等の視覚教材を活用し、児童生徒の科学的
理解を深める。
・問題解決の流れに沿った観察・実験を行い、科学的に探究する力の育成に努め
る。

・薬品管理台帳等を活用し、安全管理の徹底と各部の共通理解を図る。

音

楽

1 中学部での学習指導要領全
面実施を受け、年間指導計画の
見直しを行う。

・新学習指導要領の内容を受けて作成した３学年単位の学習グループによる年間指
導計画の修正・改善等を行う。また、実態に応じた指導内容の重点化を行う。

A

〇コロナステージに合わせ、該当学部の先生方の協力も得ながら単元を入れ替えるなどして
  随時修正をしながら授業を行うことができた。
〇自作動画に字幕（歌詞）を入れたものや、パワーポイント上にパソコンの画面録画した
YouTube動画を貼り付けるなど、ICTを積極的に活用することができた。
●３学年単位のグループによる授業編成で授業を行ってきたが、人数の多い学年もあり、次
   年度のグループ編成は、工夫が必要である。（今年度の編成で次年度の音楽を編成すると、
   小低が２１名、小高が11名、中１４名、小低グループが多すぎる）
◇音楽持ち時間を増やして、小を３グループに再編する。（１年生単独、あるいは2学年単位）

2 実態・環境の多様化への対応
を視野に、授業改善に努める。

・児童・生徒の実態の多様化、感染症対策による活動制限等への対応を考慮し、
ICTの活用などを積極的に取り入れながら、授業改善を行う。

保

健

体

育

1 児童生徒の実態に応じた指
導方法を工夫検討し、部間の連
携を図りながら、生涯にわたって
心身の健康を保持増進し、豊か
なスポーツライフを実現するため
の資質・能力を育成する。

・運動の多様な楽しみ方を実感できるように、必要に応じて学習カードやタブレットＰ
Ｃなどを活用しながら、主体的な学習活動の充実を図る。

B

2 授業形態、指導の方法につい
て研修し、専門性を高める。

・CAN-DOリストを活用し、系統的な指導方法のあり方について研究する。

2 聴覚障害教育支援センターと
の連携を図る。

・通常の学校に在籍する生徒に対して助言の要請があった場合、教材教具を提供し
たり助言したりする。

図

工

･

美

術

1 授業内容の充実や校内での
作品展示をとおして、生活や社
会の中の美術や美術文化と豊
かに関わる資質や能力を育む。

・各種検定や資格取得のための指導を充実する。

・「体育」と「保健」の相互の関連を図りながら、学習成果の関連が実感できるように
努める。

・各部間で指導内容や児童生徒の学習活動の様子などについて話し合い、指導例
や指導の方法を共有し、授業改善を図る。

A

特

別

活

動

1 学級活動および、児童会活
動、生徒会活動において、児童・
生徒の主体的な活動を促し意欲
を高める。

・児童、生徒の主体的な活動を促す指導の方向性に一貫性をもたせるため、共通理
解の場をもつ。

B

〇オンラインでの全校朝会の開催となったが、MSDタイムを通じて学部間の交流や情報交換
   ができた。また、愛の一円玉募金の活動を通して、主体的に活動することができた。
〇各学部で児童生徒会が主体となり、朝会や挨拶運動等を行うことができた。
●◇年に５回の全校朝会の予定であったが、新型コロナ感染症対策のための臨時休業で４回
   となり、年に３回の開催でも良いのでは、という意見があったため、次年度は学期に１回の開
   催とする。

・オンラインでの全校朝会実施に伴い、どのように指導し、視覚的な教材を使用する
のが効果的かの検討や情報交換、研修を行う。

重

複

障

害

1 子どもの実態、個に応じた指
導内容、進路指導の取り組みに
ついて、検討したり、情報交換を
行ったりすることで、部間の連携
を図り、よりよい指導内容の充実
を図る。

・子どもの実態、指導内容、学校外の活動の場等について情報交換を行い、部間で
の連携を図り年間指導計画を見直すことで、系統立てた指導内容を目指す。

C

〇相互授業参観は実施できなかったが、各部内で、児童生徒の実態に応じた指導を実施する
  ことができた。
●◇より系統立てた指導内容を目指すために情報交換を行う。

・指導内容、方法について研修し情報交換を行う。聴覚障害以外の障害について研
修を行う。

2 作品展への積極的な呼びか
けと参加を促し制作意欲を高め
る。

・各作品展の参加要項を確認して周知に努めると共に、アールブリュット展などの公
募展に積極的に出品する。

外

国

語

1 児童生徒の的確な実態把握
をとおして、主体的に学習に向
かう力の育成を図る。

・中学校学習指導要領改訂に伴い、教科書会社のCAN-DOリストを参考にしなが
ら、前年度のCAN-DOリストの学習内容を修正する。

B

・習得した専門的な知識や技術の定着及び日常生活への汎化を図るための指導を
充実する。

1 専門学科の授業を通して、働
く意欲・態度・技能の育成を図
る。

・職業人として必要な豊かな人間性を育み、社会人としてのマナー、態度の定着を
図る指導方法のあり方について研究する。

B

・自ら課題を発見し、考え実践できる力を身に付けさせるための指導法について研
究する。

・日本語ワープロ検定と情報処理技能検定について、専門学科担当者と連携して、
積極的な受検を推進する。

・各部にある教材・教具が安全・有効に活用されるよう、適切な管理と情報の周知を
行う。

〇本校幼児に必要な運動とリズムの指導内容について検討したことを、実際の指導場面に生
   かすことができた。併せて、話し合いを通して運動とリズムの年間指導計画を見直すことが
   できた。
●♢今年度、リズムや運動に焦点を当てた話し合いにしたので、次年度は、造形や遊びの領域
   についての指導内容についても検討していきたい。

・幼児の発達を踏まえて、本校幼児に必要な運動とリズムの指導内容について話し
合う。

総

合

的

な

探

究

1 各部の児童生徒の学習の達
成状況や課題について共通理
解を図り、児童生徒自身が「課
題を解決する力」「自己の生き方
を考えていく力」を身に付けるこ
とができるような授業展開の方
策を検討する。

・小中高の年間指導計画に系統性があるか検討する。

B

〇教科会内にて各学部の年間計画について話し合い、系統性があるかにてついてや今後の
   指導指導の在り方について検討することができた。
●♢各学部の授業実践については教科会内での報告のみになってしまった。来年度は各部の
   取り組みについて相互授業参観などを行うことで、具体的に各学部の実践について共通理
   解をしている状況をつくっていきたい。

・各学部の授業実践について情報交換を行い、指導内容の共通理解を図る。

保

育

1 幼児の発達に応じた運動とリ
ズムについての指導内容の検討
する。

・幼児の発達について研修し、本校幼児の実態と比較し課題を把握する。

A

○授業担当者等と連携して検定を設定することができた。到達目標が立てやすく、資格も目
   指せることから、積極的な受験も多くみられた。

道

徳

1 児童生徒の実態や発達段階
に応じた指導内容や指導方法の
工夫について検討し、指導内容
の充実を図る。

・道徳教育全体計画について検討し、教員間の共通理解を図る。

B

◯道徳全体計画について教科会において検討し、教員間での共通理解を図るとともに、授業に関する
   情報を共有することができた。
●全体計画について今後どのように活用しやすくしていくかが課題となる。
◇道徳の全体計画の活用方法や実態に応じた内容について検討していく。

・児童生徒の作品展示を定期的に行い、制作した達成感や制作意欲の向上を図る。
・担当教員間で情報交換や研修を行うと共に、各研修会への参加をとおして教科の
専門性や指導力の向上に努める。

・授業実践（指導内容及び指導方法の工夫）についての情報交換を行い、各部で共
有することで、本校における道徳教育を充実させる。

専

門

学

科

〇アートギャラリーを中心に作品展示を定期的に行うことができた。昨年に引き続き、コロナ禍
   による休校で制作時間が十分に確保できない状況が続いている。制作する作品のサイズを
   小さくしたり、制作内容を限定したりと対応した。
●◇担当教員間での情報交換が十分にできず、研修会参加はできなかった。今後は、担当
   教員間での情報交換をこまめに行い、研修会への積極的な参加を検討する。

〇各作品展の情報を積極的に周知し、参加することができた。その結果、様々な作品展で賞
  を頂くことができた。今後も引き続き、作品展関係の情報の周知を意欲的に行っていきたい。

〇企業での作業場面を想定し、態度を養うよう場面を設定したり言葉かけを行った。職業人の
   マナーや態度について考え実践する場を計画し、実践した。
〇実技の場では、動画を作成し、作業内容の振り返りを行うことで自分の課題を明確にするこ
   とができた。
〇習得した知識を普段の生活の場で活用できるような指導を計画した。振り返りの場面であっ
   たり、場面を日常生活に置き換えた時にどのように対応することができるかなどを考え実践
    した。
〇放課後の時間を活用し、希望者に対して、補講を実施し検定や資格取得の充実を図った。
  また、職業能力開発協会主催のものづくりマイスター制度を活用し、専門的な指導の向上を
  図ることができた。

〇水戸聾学校英語科CAN-DOリストのVer.2を完成させ、英語科職員に配付することができ
   た。
〇CAN-DOリストを用いた授業について、研修センターから指導主事を招き、研修を行った。さ
   ら に、関聾研ではCAN-DOリストを用いた授業をテーマに設定し、それぞれの学部で検証を
   行うことができた。
〇通級生徒に対し、英検受検の場を提供することができた。また、保護者に対して学習方法に
   ついて講演をおこなった。
◇高等部の教科書が来年度改訂になるにあたり、CAN-DOリストのVer.3を作成する。
◇教科指導において、聴覚障害教育の専門性が必要となる場面についての研修を設定する
   必要がある。

〇ＩＣＴ機器については、各学部で実態に応じて、活用できるようになってきている。
◇家庭科室にもモニターが配置されたため、調理実習等での指導に取り入れていく。

●◇教材・教具については各学部内での検討にとどまってしまったため、今後は情報交換を
   行い、系統性を意識できるようにする。

〇担当教員間で共通理解を図りながら、安全に指導を進めることができた。また、必要に応じ
   て保健指導部と連携し、感染症対策を講じることができた。

○各種目のルールや特性の説明、模範の動きを見る等で,タブレットやモニターを活用した。
   また、画像や動画をみて、自己の課題を見つけ、主体的に課題解決に取り組むことができ
   た。グループ活動の中に話し合いを取り入れ、より良いパフォーマンスをするため、活発な意
   見交換を行えた。
○体育、保健の双方の授業で、体の仕組み、健康であるための生活の仕方、心と体のつなが
   り等の内容を取り入れた。
●持久走大会や合同体育の計画や打合せは実施し、共通理解のもと大会を安全に実施する
   ことがでた。教科会も最小限ではあるが実施し,情報交換等を行った。コロナ禍ということもあ
   り、学部間で指導方法について話し合う機会や指導例を共有するまでの時間を取るのが難
   しかった。
○パラリンピアンとの交流で、違う障害種やスポーツの特性についてし理解するとともに、自己
   を見つめなおし、今後のスポーツに対しての取り組み方を考えることができた。

1 検定試験によるスキルアップ
を図る。


